
平成30年度は、深刻な医師不足対策のため、医学生の奨学金制度を開始し、大学医学部への働きかけも積極的に
実施しました。また、入院患者の居住環境および職員の労働環境の改善のため、入院病棟の大規模改修を決定した
ほか、来院者の利便向上のための対策を実施、立案してきました。
しかし、医師不足がますます深刻になり、当院においても年度末現在の医師数が前年度末より５人減の41人にな

りました。その影響により消化器内科の診療制限を実施するなどした
ため、入院患者数は84,128人で前年度より4.3％減少し、外来患者数（救
急外来含む）は165,655人で、前年度より8.6％減少しました。
入院・外来患者数の減少の影響から、事業収益は対前年度比で２億

8,800万円、4.0％の減少となりました。また、事業費用は医薬品、診療
材料の減少などにより対前年度比で１億3,152万円、1.6％の減少となり
ました。
結果として、病院事業収益69億127万円に対し、病院事業費用は79億

8,329万円で、差引き10億8,202万円の純損失となり、対前年度比で１億
5,648万円、16.9％の悪化となりました。

決 算 概 要

平成30年度 市民病院事業会計決算報告書
～温かな心のこもった医療を提供するために～

※入院延べ患者数は、毎日24時現在の在院患者数に当日の退院患者数を加えたもの、外来延べ患者数
は、時間外患者数を含んだものです。

そのほか医業費用
5,124万円
（0.6％）

減価償却費
8億1,142万円
（10.2％）

経費
14億5,504万円
（18.2％）

材料費
13億5,299万円
（16.9％）

給与費
39億8,111万円
（49.9％）

特別損失
885万円
（0.1％）

一般会計負担
・補助金

8億8,558万円
（12.8％）

そのほか医業収益
2億881万円
（3.0％）

外来収益
18億9,774万円
（27.5％）

そのほか
8,005万円
（1.2％）

入院収益
38億2,909万円
（55.5％）

医業外費用
3億2,364万円
（4.1％）

■問　市民病院医事経営課　☎（48）5050

病院事業収益　69億127万円病院事業費用　79億8,329万円

１日平均患者数
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△２億8,800万円

平成30年度
87,902人

入院

平成29年度

単 年 度 純 損 益

外来
診 療 単 価

△10億8,202万円
病 院 事 業 費 用
病 院 事 業 収 益

82019.10.15

接骨院・整骨院、はり・きゅう、マッサージの施
術を受ける場合、健康保険が使えない場合がありま
す。かかり方を正しく理解し、適正な受診をお願い
します。
接骨院・整骨院など柔道整復師の施術を受ける人へ
接骨院・整骨院は柔道整復師が施術する施設であ

り、医療機関ではありません。そのため健康保険が
使える範囲は限られます。また、施術が長期にわた
る場合は内科的要因も考えられますので、医師にご
相談ください。

■問　国保年金課国保係　☎（95）9891

はり・きゅう、マッサージの施術を受ける人へ
はり・きゅうで保険適用できるものは特定の病気
（神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩など）の痛み
などに限られ、医師の同意書・診断書が必要です。
また、マッサージで保険適用できるものは医師より
医療上マッサージが有効と認められた場合で、はり・
きゅうと同様に医師の同意書・診断書が必要です。
施術内容についてお尋ねすることがあります
通院するときは療養費支給申請書に記載される負
傷原因、負傷名、日数、金額などを確認し、自筆で
署名をしてください。また、領収書を保管し、医療
費通知で金額や日数の確認をしてください。国保年
金課から施術を受けた人へ、施術日や施術の内容を
お尋ねする場合があります。

成人式の案内状は12月上旬に発送します。
とき　令和２年１月12日㈰　開場　12時～、
記念行事　14時～
※記念行事までは自由にご歓談ください。記念行事
終了後は閉館します。
ところ　文化会館
対象　平成11年４月２日～12年４月１日生まれの人
※学校や職場の関係で、市外在住の人が碧南市での
成人式を希望する場合は、生涯学習課へご連絡くだ
さい。

■問　文化会館内生涯学習課　☎（42）3511

民法改正による
成人年齢引き下げ後の成人式
令和４年４月に施行される改正民法により、成人
年齢が20歳から18歳に引き下げられます。市では、
次のとおり方針を決定しました。
●民法改正後の成人式
令和４年度以降も20歳の節目を迎えることをお祝
いする会として「碧南市二十歳を祝う会（仮称）」
に名称を変更し、20歳を対象とした事業を継続して
いきます。18歳新成人を対象とした「成人式」は実
施しません。
●20歳を対象者とする主な理由
・18歳は大学受験や就職準備を抱えており、新成人
の参加が難しいと思われるため
・民法改正の令和４年度は18歳から20歳までの３学
年が対象となり、会場の確保や運営が非常に困難
になってしまうため

接骨院などの適正な受診

二十歳という人生の節目
成人式のお知らせ

国民健康保険からのお知らせ

保険が使えない施術
・整形外科などの医療機関で同部位の受診がある場合
・疲労や年齢からくる慢性的な肩こりや腰痛、体調不
良

・スポーツ後の筋肉疲労・筋肉痛
・症状の改善がみられない長期の治療

保険が使える施術
・ねんざ、打撲、座礁（肉離れ）
・骨折、脱きゅうの応急手当
・医師の施術同意書がある骨折・脱きゅうの治療
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